
法 学 号 外 

平 成 31 年 ２ 月 26 日 

 

各 私 立 学 校 設 置 者 
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     岩手県総務部法務学事課私学・情報公開課長 

 

 

水銀汚染防止法に基づく貯蔵・管理ガイドライン改訂について 

このことについて、平成 30年６月 29日法学号外でお知らせしたところですが、文部

科学省より再度通知がありましたので、お知らせします。 

なお、本ガイドラインは下記 URLをご参照ください。 

記 

 

【環境省】 

http://www.env.go.jp/chemi/tmms/law.html 

【経済産業省】 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/mercury.html 

様 

【担当】私学振興担当 竹内 

電話 019-629-5041 FAX019-629-5049 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：AH0007@pref.iwate.jp 
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